
下 水 道 事 業 会 計



議案第　23　号

（総  則）

令和５年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）水洗化戸数

（２）年間排水量

（３）一日平均排水量

（４）主要な建設改良事業 汚水管布設工事 192,000 千円

（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（資本的収入及び支出）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円425,363

299,926

725,289

第 ２ 項 企 業 債 償 還 金

企 業 債 267,100

第 ３ 項 負 担 金 148,122

495,722

第 １ 項

第 １ 款 資 本 的 支 出

補 助 金

建 設 改 良 費

80,500

第 ３ 項 予 備 費 2,017

第 ２ 項

　　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額
に対し不足する額 229,567千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年
度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填するものとする。）。

支 出

692,121

1,087,000 ｍ3  

第 １ 款

第 １ 項

2,978 ｍ3  

773,339

182,262

591,077

773,339

資 本 的 収 入

収 入

営 業 費 用

営 業 外 費 用

第 ４ 条

第 ２ 項

第 １ 項

79,201

令和５年度下妻市下水道事業会計予算

第 ２ 項

第 １ 款

収 入

営 業 収 益

営 業 外 収 益

3,920 戸   

下 水 道 事 業 収 益

支 出

下 水 道 事 業 費 用

第 １ 条

第 ２ 条

第 ３ 条

第 １ 款

第 １ 項
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（企業債）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

利率

（一時借入金）

一時借入金の限度額は、77,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

予定支出の各項の経費金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１） 職 員 給 与 費

（他会計からの補助金）

下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、545,000千円である。

（利益剰余金の処分）

繰越（又は当年度）利益剰余金は、次のとおり処分するものと定める。

（１）資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額に補填する。

令和５年３月１日　提出

菊　池　　博

第 ７ 条

流域下水道事業

償還の方法

計

第 ６ 条

第 ５ 条

起債の目的 起債の方法限度額

千円

42,500

公共下水道事業

267,100

資本費平準化債

下水道事業債
（特別措置分） 25,800

普通貸借
又は

証券発行
4.0%以内

110,000

88,800

56,096 千円    

　政府その他の金融機関の資金について
は、その融資条件による。ただし、財政の
都合により据置期間及び償還期限を短縮
し、若しくは繰上償還又は低利に借り換え
ることができる。

下 妻 市 長

第 ８ 条

第 10 条

第 ９ 条
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（単位  千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー　

  　　当年度純利益 8,737

　　　減価償却費 370,712

　　　固定資産除却費 0

　　　貸倒引当金の増減額 359

　　　賞与引当金の増減額 0

　　　長期前受金戻入額 △ 185,157

　　　支払利息 72,601

　　　受取利息及び配当金 △ 1

　　　有形固定資産売却益（損） 0

　　　その他流動資産の増減額 0

　　　未収金の増減額（△は増加） △ 2,971

　　　貯蔵品の増減額 0

　　　その他流動負債の増減額（△は減少） 0

　　　未払金の増減額（△は減少） 0

　　　　　小計 264,280

　　　利息及び配当金の受取額 1

　　　利息の支払額 △ 72,601

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 191,680

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 230,715

　　　有形固定資産の売却による収入 0

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 43,789

　　　基金繰入による収入 0

　　　国庫補助金等による収入 207,839

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 66,665

　　

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 267,100

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 425,363

　　　他会計等からの出資による収入 0

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 158,263

　

資金増加額（又は減少額） △ 33,248

資金期首残高 229,237

資金期末残高　 195,989

令和５年度下妻市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
　（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）
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ア.　職員1人当り給与

（円）

（円）

（歳）

（円）

（円）

（歳）

イ.　初　任　給

高 校 卒

大 学 卒

（３）　給料及び職員手当の状況

区 分

平 均 年 齢 41.10

185,200185,200

平 均 年 齢

平 均 給 料 月 額

314,975

一般行政職

307,575

区 分 一般行政職(円） 技能労務職（円）

154,600

国 の 制 度

技能労務職

平 均 給 料 月 額

42.63

334,800

技能労務職（円）

平 均 給 与 月 額

154,600

一般行政職（円）

5 年 １ 月 1 日 現在

4 年 １ 月 1 日 現在

平 均 給 与 月 額 337,800

－188－



 備考　構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。

（級別の基準となる職務）

区 分

ウ.　級別職員数

5年１月1日 現在

8

3級 12.5

区 分

企業職

職員数（人）級 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％）

 主事

1

課長･
経験知識を
要する補佐

補佐・主査・
経験知識を
要する係長

2級

計

1級

就2級

25.0 就3級

4年１月1日 現在

1級

部長一般行政職

4級

5級

7級

6級

計

3級

1級

3級

12.5 就4級

100.0

2

次長・
経験知識を
要する課長

6級

計

係長・主幹

5級 4級

8

6級

7級

経験知識を
要する主事

就1級

2級

1

就2級

25.0

25.0 就5級

37.5

就3級

3

2 就4級

就1級

7級

2

4級

2級 37.5

5級 25.0 就5級

100.0

3

計

2
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　職　　　　員　　　　数 （Ａ）　　 （人） 8 8

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）　　 （人） 7 7

2号給 （人） 0 0

4号給 （人） 6 6

6号給 （人） 1 1

8号給 （人） 0 0

比 率 （Ｂ）/（Ａ） （％） 87.5 87.5

　職　　　　員　　　　数 （Ａ）　　 （人） 8 8

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）　　 （人） 8 8

2号給 （人） 1 1

4号給 （人） 6 6

6号給 （人） 1 1

8号給 （人） 0 0

比 率 （Ｂ）/（Ａ） （％） 100.0 100.0

代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

エ.　昇給

区 分 合 計

本

年

度

号給数別内訳

前

年

度

号給数別内訳

－190－



本 年 度

前 年 度

国 の 制 度

カ.　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

20年勤続
の 者

（月分）

支 給 率 等 24.587 調整額加算措置

国 の 制 度
（支給率等）

24.587 調整額加算措置

キ.　地　域　手　当

（％）

（人）

（％）

オ．　期末手当・勤勉手当

区 分

6月(月分）

4.4002.200

12月(月分）

2.200

支給期別支給率
支給率計
(月分）

2.225 2.225

2.200

4.450

支 給 対 象 職 員 数

区 分
25年勤続
の 者

35 年 勤 続
の 者

最高限度

 （月分）

4.400

47.709

33.271

2.200

47.70933.271

47.709 47.709

国の指定基準に 基づ く支 給率

その他の加算措置等

支 給 率

（月分） （月分）

無

0

0

0

支 給 対 象 地 域

職務上の段階、職務の

備　考

定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

定年前早期退職特例措置
（3％～45％加算）

備　　考

有

等級による加算措置

有

有
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ク．  特 殊 勤 務 手 当

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （％） 0 0

代表的な特殊勤務手当の名称 ―

住 居 手 当

（％）

ケ．  そ の 他 の 手 当

区 分

扶 養 手 当

区 分

支 給 対 象 職 員 の 比 率

全 職 種
代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

0 0

通 勤 手 当 同

国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

同

同

－192－





注　記　表

１　重要な会計方針

　　地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

　（１）　固定資産の減価償却の方法

ア　有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数

建物 １５～５０年

構築物 　３～６０年

機械及び装置 　８～２０年

車両運搬具 　５年

工具器具及び備品 　３～１５年

イ　無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

　（２）　引当金の計上方法

ア　退職給付引当金

・ 職員の退職手当は、下水道事業が毎期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加

負担金のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職

給付引当金は計上していない。

イ　賞与引当金及び共済費引当金

・ 職員の期末手当及び勤勉手当及びそれらに係る共済費の支出に備えるため、当年度末に

おける支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上し

ている。

ウ　貸倒引当金

・ 債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損実績率等による回収不能見込額を計上して

いる。

　（３）　消費税及び地方消費税の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

２　予定貸借対照表

　（１）　賞与引当金及び共済費引当金の取崩し

・ 令和５年６月に、令和４年１２月分から令和５年３月分の賞与及びそれらに係る共済費

を支給することになるため、賞与引当金及び共済費引当金４，０６０千円を取崩す。
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（単位  千円）

1.

(1) 下 水 道 使 用 料 159,091

(2) そ の 他 営 業 収 益 216 159,307

2.

(1) 汚 水 管 渠 費 56,310

(2) 普 及 促 進 費 3,693

(3) 業 務 費 11,266

(4) 総 係 費 52,865

(5)
流域下水道維持管理費
負 担 金 185,187

(6) 減 価 償 却 費 362,106

(7) そ の 他 営 業 費 用 272 671,699

営 業 損 失 512,392

3.

(1) 受取利息及び配当金 2

(2) 他 会 計 負 担 金 415,170

(3) 長 期 前 受 金 戻 入 181,002

(4) 雑 収 益 1,001

(5) 補 助 金 13,000 610,175

4.

(1)
支払利息及び企業債取扱
諸 費 79,057

(2) 雑 支 出 11,322 90,379 519,796

経 常 利 益 7,404

当 年 度 純 利 益 7,404

前年度繰越利益剰余金 158,823

その他未処分利益剰余金
変 動 額 △ 158,823

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金 　 7,404

令和４年度下妻市下水道事業予定損益計算書

　（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

営 業 外 費 用

営 業 外 収 益

営 業 費 用

営 業 収 益
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